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東近江市国民健康保険特定健康診査等（ 巡回型人間ド ッ ク ） 業務 仕様書 

 

１  業務名   

東近江市国民健康保険特定健康診査等（ 巡回型人間ド ッ ク ） 業務 

 

２  業務内容  

( 1)  基本ド ッ ク （ 以下「 東近江ド ッ ク 」 と いう 。 ）   

検尿、 身体計測、 血圧、 問診、 血液検査、 眼底、 眼圧、 腹囲計測、 心電図、 診 

察、 胸部エッ ク ス 線検査、 胃部エッ ク ス 線検査、 便潜血検査（ ２ 日法） 、 腹部超

音波検査 

( 2)  レ ディ ース ド ッ ク  

  東近江ド ッ ク 、 乳房エッ ク ス 線検査、 乳腺超音波検査 

( 3)  メ ン ズド ッ ク  

  東近江ド ッ ク 、 前立腺がん検査（ Ｐ Ｓ Ａ 検査） 、 肺機能検査 

( 4)  オプショ ン 検査（ 腫瘍マーカ ー検査）  

ア  男性セッ ト （ Ｃ Ｅ Ａ 、 Ｃ Ａ 19－９ 、 Ｃ Ｙ Ｆ Ｒ Ａ 、 Ａ Ｆ Ｐ ）  

  イ  女性セッ ト （ Ｃ Ｅ Ａ 、 Ｃ Ａ 19－９ 、 Ｃ Ｙ Ｆ Ｒ Ａ 、 Ａ Ｆ Ｐ 、 Ｃ Ａ 125）  

     

３  日程及び会場 

( 1)  健康診査実施期間   

令和８ 年５ 月から 同年 12 月末ま での間で、 実施日は１ 日１ 会場と し 、 18 日間

程度と する 。 （ 令和７ 年度は 17 日間開催予定）  

＊日程については、 受注者と 別途協議する 。  

( 2)  実施時間   

午前９ 時から 午後２ 時ま でと する 。  

受付時間 午前９ 時から 正午ま で 

＊受診人数によ り 変更と なる 場合があ る 。  

( 3)  会場   

コ ミ ュ ニ テ ィ セン タ ーや市役所など 、 別紙の中から 発注者の指定し た 場所で、

受注者や会場と 協議の上、 決定する 。  

 ( 4)  特記事項 

   諸事情によ り 、 日数、 日程、 会場等を 変更する こ と があ る 。 日程と 会場を 変更 

する 場合は、 各健診予定日の１ 箇月前ま でに受注者と 別途協議する 。 た だし 、 自 

然災害等諸事情によ り やむを 得ず実施が困難な場合は、 実施の有無も 含め、 直前 



 2

の協議と なる こ と があ る 。  

 

４  予定人数 

健康診査名称 予定人数 

東近江ド ッ ク （ 19 歳から 39 歳ま で）    10 人 

東近江ド ッ ク （ 40 歳から 74 歳ま で）    210 人 

レ ディ ース ド ッ ク （ 19 歳から 39 歳ま で）  10 人 

レ ディ ース ド ッ ク （ 40 歳から 74 歳ま で）  210 人 

メ ン ズド ッ ク （ 19 歳から 39 歳ま で）    10 人 

メ ン ズド ッ ク （ 40 歳から 74 歳ま で）    270 人 

オプショ ン 検査 腫瘍マーカ ー検査（ 男性セッ ト ） 12 人／日 216 人 

オプショ ン 検査 腫瘍マーカ ー検査（ 女性セッ ト ） 12 人／日 216 人 

 

５  基本健康診査（ 全ド ッ ク 共通のベース 健診）  

  実施に当たっ て は、 「 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する 基準」 （ 平

成 19 年厚生労働省令第 157 号） 、 「 標準的な健診・ 保健指導プロ グ ラ ム（ 令和６ 年

度版） 」 （ 令和６ 年４ 月厚生労働省） 、 「 特定健康診査・ 特定保健指導の円滑な 実

施に向けた手引き （ 第 4. 2 版） 」 （ 令和７ 年６ 月厚生労働省） 等の特定健康診査に

関する 法令、 通知等に準拠する こ と 。 ま た 、 特定健康診査及び一般健康診査の対象

者は次のと おり と する 。  

 ( 1)  特定健康診査  

ア  対象者 

東近江市国民健康保険に加入し て いる 者のう ち、 基準日において 40 歳から  

74 歳ま でのも の 

イ  実施内容 

健診項目については、 「 特定健康診査等実施の手引き 」 （ 滋賀県医師会） に 

定める 次のと おり と する 。  

( ｱ)  問診 

( ｲ)  身体計測（ 身長、 体重、 Ｂ ＭＩ 及び腹囲）  

( ｳ)  尿検査（ 糖及びたんぱく ）  

( ｴ)  血圧測定（ 収縮期血圧及び拡張期血圧）  

( ｵ)  血液検査（ Ｇ Ｏ Ｔ 、 Ｇ Ｐ Ｔ 、 γ－Ｇ Ｔ Ｐ 、 中性脂肪、 Ｈ Ｄ Ｌ コ レ ス テロ ー 

ル、 Ｌ Ｄ Ｌ コ レ ス テ ロ ール及び血糖）  
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( ｶ)  診察 

( ｷ)  追加健診（ 尿酸値、尿潜血、Ｈ ｂ Ａ １ ｃ 、血清ク レ ア チニ ン 及びｅ Ｇ Ｆ Ｒ ）  

( ｸ)  詳細検査（ 貧血検査、 心電図検査、 眼底検査、 血清ク レ ア チニ ン 及びｅ Ｇ  

Ｆ Ｒ ）  

( 2)  一般健康診査 

ア  対象者 

 市の住民基本台帳に記録さ れている 者のう ち 、 基準日において19歳以上のも

の 

イ  実施内容  

特定健康診査で定める 基本健診項目、追加健診項目及び詳細健診項目と する 。 

 

６  共通検診等（ 全ド ッ ク 共通の検査項目）    

( 1)  胸部エッ ク ス 線検査    

ア  実施内容 

( ｱ)  エッ ク ス 線検診車によ る 胸部エッ ク ス 線撮影検査を 実施する こ と 。  

( ｲ)  検診車１ 台につき 、 技師１ 人以上を 配置する こ と 。  

( ｳ)  検査のス タ ッ フ には専門職を 配置し 、 検査及び介助を 行う こ と 。  

イ  検査結果について  

( ｱ)  検査結果については、 「 異常所見な し 」 、 「 有所見（ 精検不要） 」 、 「 要

観察」 、 「 要精密検査」 及び「 循環器につき 要精密検査」 に区分する こ と 。

ま た 、 「 要精密検査」 と 判定さ れた 人については、 診療情報提供書等を 作成

し 、 受注者から 受診者へ送付する こ と 。  

( ｲ)  検診結果は、 受注者は５ 年間保存する こ と 。  

( 2)  胃部エッ ク ス 線検査 

ア  実施内容 

( ｱ)  問診及び胃部エッ ク ス 線撮影と し 、 「 滋賀県がん検診の実施における 指針

（ 胃がん検診） 」 を 尊重し て 行う こ と 。  

    ( ｲ)  検診は午前中に実施する こ と 。  

   ( ｳ)  受診者には、 下剤服用及びバリ ウ ム によ る 便秘予防のた めの十分な ミ ネラ

ルウ ォ ータ ー（ ペッ ト ボト ル） を １ 人１ 本配付する こ と 。  

イ  検査結果について  

( ｱ)  検診結果の判定は、 十分な 経験を 有する ２ 人以上の医師が個別に読影する

も のと し 、結果の取り 違え のな いよ う 必要な 対策を 十分に講じ る こ と 。ま た、

結果に応じ て 過去に撮影し た エッ ク ス 線写真と 比較読影する こ と 。  
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( ｲ)  問診結果及びフ ィ ルム の読影結果を 総合判断し 、 「 滋賀県がん検診の実施 

における 指針（ 胃がん検診） 」 に準拠し て 区分する 。 ま た、 「 要精密検査」  

と 判定さ れた 人について は、 「 胃がん精密検査依頼書兼結果票」 を 作成し 受 

注者から 受診者へ送付する こ と 。  

( ｳ)  撮影し た エッ ク ス 線写真、 問診記録及び検診結果は、 受注者が５ 年間保存

する こ と 。  

( 3)  便潜血検査（ ２ 日法）  

ア  実施内容 

( ｱ)  問診及び検体回収と し 、 「 滋賀県がん検診実施のた めの指針（ 大腸がん検 

診） 」 を 尊重し て行う こ と 。  

( ｲ)  検査方法は、 便潜血反応検査（ 免疫便潜血検査２ 日法） と し 、 検便採取後 

即日（ ２ 日目） 回収を 原則と する 。  

( ｳ)  便潜血キ ッ ト が定量法の場合は、 カ ッ ト オフ 値を 把握する こ と 。  

( ｴ)  検体の測定は、原則と し て 検体受領後 24 時間以内と し 、困難な 場合は冷蔵 

保存する こ と 。 ま た 、 検体は、 冷蔵保存で搬送する こ と 。  

( ｵ)  採便方法や検体保管方法について、 受診者が理解でき る よ う 説明書き を 添 

え た 採便容器を 準備する こ と 。  

( ｶ)  受診者が自宅にて２ 日分の便を 採取し 検診会場へ持参でき る よ う 、 大腸が 

ん検査キ ッ ト を 事前に送付する こ と 。  

イ  検査結果について  

( ｱ)  問診結果を 参考に、 免疫便潜血反応検査結果を 「 滋賀県がん検診実施のた

めの指針（ 大腸がん検診） 」 によ り 判断する 。 ま た 、 「 陽性」 と 判定さ れた

者については、 「 大腸がん精密検査依頼書兼結果票」 を 作成し 、 受注者から

受診者へ送付する こ と 。  

( ｲ)  検診結果は、 受注者が５ 年間保存する こ と 。  

( 4)  腹部超音波検査 

ア  実施内容 

( ｱ)  問診（ 現在の症状、 既往歴、 家族歴、 過去の検診等）  

( ｲ)  肝臓、 胆のう 、 腎臓、 ひ臓、 すい臓を 対象臓器と し た腹部超音波検査を 実 

施する こ と 。  

( ｳ)  撮影は、 各臓器を ２ 方向で観察し 、 最低 18 枚撮影し 、 必要に応じ て 追加 

撮影する こ と 。  

( ｴ)  検査のス タ ッ フ には専門職を 配置し 、 検査及び介助を 行う こ と 。  

イ  検査結果について  
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( ｱ)  検査結果については、 「 異常な し 」 、 「 有所見（ 精検不要） 」 、 「 要観察

（ ３ から ６ 箇月、 12 箇月） 」 及び「 要精密検査」 に区分する こ と 。 ま た 、「 要

精密検査」 と 判定さ れた 人について は、 受注者から 受診者に診療情報提供書

等を 送付し 、 受診者に精密検査を 受診する よ う 指導する こ と 。  

( ｲ)  検診結果は、 受注者が５ 年間保存する こ と 。  

 

７  レ ディ ース ド ッ ク （ 追加項目）  

( 1)  乳房エッ ク ス 線検査 

ア  実施内容 

問診及び乳房エッ ク ス 線撮影と し 、 「 滋賀県がん検診実施のための指針（ 乳

がん検診） 」 を 尊重し て 行う こ と 。  

イ  検査結果について  

( ｱ)  検診結果の判定は、 ２ 人以上の医師が同時又は個別に読影する こ と 。  

( ｲ)  問診及び乳房エッ ク ス 線撮影の結果を 「 滋賀県がん検診実施のた めの指針 

（ 乳がん検診） 」 に準拠し 、 総合的に判断し て、 検診票に記録する と と も に 

「 精密検査不要」 及び「 要精密検査」 に区分する こ と 。 ま た 、「 要精密検査」  

と 判定さ れた 受診者について は、 「 乳がん精密検査依頼書兼結果票」 を 作成 

し 、 マン モグ ラ フ ィ データ コ ン パク ト ディ ス ク と 合わせて添付し 、 受注者か 

ら 受診者へ送付する こ と 。  

( ｳ)  撮影し た マン モグ ラ フ ィ 写真、 問診記録及び検診結果は、 受注者が５ 年間   

保存する こ と 。  

( 2)  乳腺超音波検査 

ア  実施内容 

( ｱ)  問診（ 現在の症状、 既往歴、 家族歴、 豊胸手術の有無、 過去の検診等）  

( ｲ)  乳腺超音波検査を 実施し 、 腫り ゅ う 像形成性病変と 腫り ゅ う 像非形成性病 

変について検査する こ と 。  

( ｳ)  撮影は、 左右の乳房を ２ 方向で観察し 、 最低８ 枚撮影する こ と 。 ま た、 必 

要に応じ て追加撮影する こ と 。  

( ｴ)  検査のス タ ッ フ には専門職を 配置し 、 検査及び介助を 行う こ と 。  

イ  検査結果について  

( ｱ)  検査結果については、 「 異常な し （ 有所見含む。 ） 」 、 「 要観察」 及び「 要 

精密検査」 に区分する こ と 。 ま た 、 「 要精密検査」 と 判定さ れた人には、 受

注者から 受診者に診療情報提供書等を 送付し 、 精密検査を 受診する よ う 指導

する こ と 。  
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( ｲ)  検診結果は、 受注者が５ 年間保存する こ と 。  

 

８  メ ン ズ ド ッ ク （ 追加項目）  

( 1)  前立腺がん検査（ Ｐ Ｓ Ａ 検査）   

ア  実施内容 

( ｱ)  問診（ 現在の症状、 既往歴、 家族歴等）  

( ｲ)  血液検査にて 前立腺特異抗原検査を 実施する こ と 。  

( ｳ)  検査のス タ ッ フ には専門職を 配置し 、 検査及び介助を 行う こ と 。  

イ  検査結果について  

( ｱ)  基準値を 4. 0ng/ml 未満と し 、「 異常な し 」 、「 要精密検査」 及び「 通院中」

に区分する こ と 。 ま た、 「 要精密検査」 と 判断さ れた人には、 受注者から 受

診者に診療情報提供書等を 送付し 、 精密検査を 受診する よ う 指導する こ と 。  

( ｲ)  検診結果は、 受注者が５ 年間保存する こ と 。  

( 2)  肺機能検査 

ア  実施内容 

( ｱ)  問診（ 現在の症状、 既往歴、 家族歴、 喫煙歴等）  

( ｲ)  呼吸器機能検査（ ス パイ ロ メ ト リ ー検査） を 行う こ と 。  

( ｳ)  検査のス タ ッ フ には専門職を 配置し 、 検査及び介助を 行う こ と 。  

イ  検査結果について  

( ｱ)  検査結果については、 既往歴、 現病歴、 喫煙歴等を 考慮し 医師の判断を 加

え 、 「 異常な し 」 、 「 軽度異常」 、 「 生活指導」 、 「 要観察」 、 「 通院指導」

及び「 通院中」 に区分する こ と 。  

( ｲ)  検診結果は、 受注者が５ 年間保存する こ と 。  

 

９  オプシ ョ ン 検査 腫瘍マーカ ー検査（ 男性セッ ト ）  

ア  実施内容 

( ｱ)  問診（ 現在の症状、 既往歴、 家族歴等）  

( ｲ)  血液検査にて、 Ｃ Ｅ Ａ 、 Ｃ Ａ 19－９ 、 Ｃ Ｙ Ｆ Ｒ Ａ 及びＡ Ｆ Ｐ の腫瘍マー 

カ ー値を 検査する 。  

( ｳ)  検査のス タ ッ フ には専門職を 配置し 、 検査及び介助を 行う こ と 。  

イ  検査結果について  

( ｱ)  各マーカ ーの値が異常値を 示し て いないかによ り 、 「 異常なし 」 又は「 要精

密検査」 に区分する こ と 。 ま た 、 「 要精密検査」 と 判定さ れた 人について は、

受注者から 受診者へ診療情報提供書等を 送付し 、精密検査を 受診する よ う 指導
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する こ と 。  

( ｲ)  検診結果は、 受注者が５ 年間保存する こ と 。  

 

10 オプシ ョ ン 検査 腫瘍マーカ ー検査（ 女性セッ ト ）  

ア  実施内容 

( ｱ)  問診（ 現在の症状、 既往歴、 家族歴等）  

( ｲ)  血液検査にて、 Ｃ Ｅ Ａ 、 Ｃ Ａ 19－９ 、 Ｃ Ｙ Ｆ Ｒ Ａ 、 Ａ Ｆ Ｐ 及びＣ Ａ 125 の 

腫瘍マーカ ー値を 検査する 。  

( ｳ)  検査のス タ ッ フ には専門職を 配置し 、 検査及び介助を 行う こ と 。  

イ  検査結果について  

( ｱ)  各マーカ ーの値が異常値を 示し て いないかによ り 、 「 異常なし 」 又は「 要精

密検査」 に区分する こ と 。 ま た 、 「 要精密検査」 と 判定さ れた 人については、

受注者から 受診者へ診療情報提供書等を 送付し 、 精密検査を 受診する よ う 指導

する こ と 。  

( ｲ)  検診結果は、 受注者が５ 年間保存する こ と 。  

 

11 結果処理及びデータ 作成等に関する 共通事項 

健診及び検査の結果通知は発注者から 受診者に行う も のと する 。 受注者は、 実施 

後原則１ 箇月以内に健診等の結果通知書を 作成し 、発注者に納品する こ と 。 ま た 、

発送時に発注者の指定する 内容で健診及び検査の結果データ （ Ｃ Ｓ Ｖ 又はＸ ＭＬ ）

を 作成し 、 電子媒体等で納品する こ と 。  

な お、 緊急を 要する 健診及び検査の結果については、 期間によ ら ず至急、 受注者 

から 受診者へ結果を 送付する こ と 。  

 

12 運営等に関する 共通事項 

( 1)  各健診及び検査（ 以下「 健診等」 と いう 。 ） の対象者の基準日は、 健診等の受

診日と する 。  

 ( 2)  受注者は、各健診等について は、契約で定めた 市請求額を 請求する も のと する 。  

 ( 3)  受付及び料金徴収は、 受注者において パソ コ ン 等を 用いて行う こ と と し 、 健診

等の領収証書の発行を 含め効率的に行い、料金徴収結果は日ご と に出力する こ と 。    

ま た 、 必要な パソ コ ン やプリ ン タ ー等は受注者で準備し 、 受診者情報は日ご と に

更新が可能であ る こ と 。  

 ( 4)  各健診等がス ム ーズ に流れる よ う 専門のス タ ッ フ を 配置する な ど し 、 受診者の

介助及び誘導業務を 行う こ と 。 健診等の問診時は原則２ 人のス タ ッ フ と し 、人員
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について は事前に協議する こ と と する 。  

 ( 5)  受注者において、 委託事業に係る 会場設営及び業務に要する 物品を 整え 設営す

る こ と 。  

( 6)  予約票、 受診票、 大腸がん検査キ ッ ト 、 検尿キ ッ ト 等は、 受注者において準 

備する こ と 。  

な お、 予約票及び受診票の発送用封筒について も 、 受注者が準備する こ と 。  

( 7)  予約票、 受診票、 大腸がん検査キ ッ ト 、 検尿キ ッ ト 等は、 受注者から 受診者 

へ送付する こ と 。 申込者データ について は、 宛名番号及び申込健診等内容を 健 

診等実施日の２ 週間前に受注者へメ ールにて 提供する も のと する 。  

( 8)  受診票及び健診結果通知書は、 発注者と 協議の上、 受注者で様式を 作成する  

こ と 。  

( 9)  健診等中の受診者のプラ イ バシ ーには十分に配慮し 、 必要に応じ て パーテー 

シ ョ ン 等を 設置する な ど の措置を 講じ る こ と 。  

( 10)  個人情報保護に関する 法令を 遵守し 、 個人情報の取扱いに細心の注意を 払う

こ と 。  

( 11)  副作用等の事故に対応でき る マニ ュ ア ルを 作成し 、 提出する こ と 。 事故発生 

時には、 マニ ュ ア ルに基づき 迅速に対応する こ と 。 ま た 、 緊急時に対応でき る  

よ う 自動体外式除細動器（ Ａ Ｅ Ｄ ） を 常備する こ と 。  

( 12)  受診者が健診等中及び健診等終了後に体調の不良を 訴え た場合は、 適切に対 

応し 、 直ちに発注者に報告する と と も に、 そ の経過及び結果を 報告書で適時提 

出する こ と 。  

( 13)  当業務において排出さ れた 廃棄物は、 法令等の定めに従い受注者において適 

正に処理する こ と 。  

( 14)  業務の処理に関し 発生し た 損害（ 個人情報の漏え いや第三者に及ぼし た 損害 

も 含む。 ） のために必要を 生じ た経費は、 受注者が負担する も のと する 。  

( 15)  健診等の精度を 向上さ せる た め、健診等機器の保守点検、整備及び検査の標準

化に関する 体制の確立並びに健診等従事者の資質の向上に努める こ と 。 万一健診

等会場で機器のト ラ ブルが発生し た 場合は、 直ち に市職員に報告する と と も に、

代替の機器を 準備し 、 必要に応じ て 受診者へ説明し 、 理解を 求める こ と 。  

( 16)  業務の精度管理上、 必要事項の報告又は確認を 求める こ と があ る ので応じ る  

こ と 。  

( 17)  関係法令その他要綱及び手引の改正があ っ た 場合は、 改正後の関係法令、 要 

綱及び手引を 遵守する こ と 。  

( 18)  健診等の詳細な実施日時、 問診票等の様式その他細部について は、 発注者と  
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協議を 行う こ と 。  

 ( 19)  予約状況によ り 、 健診等体制（ 検診車、 医師、 ス タ ッ フ の数等） の変更が必 

要な 場合は、 事前に受注者に連絡を 入れる こ と と する 。  

 ( 20)  健診等会場における 適切な 感染症対策を 行う こ と 。  

 

13 その他 

( 1)  履行期間   

契約締結日から 令和９ 年３ 月 31 日ま で 

 ( 2)  契約締結日から 令和８ 年３ 月 31 日ま でを 準備期間と し 、 委託料の支払義務は

生じ ないも のと する 。  

 ( 3)  落札者は、 消費税を 含めた総合計金額を も っ て 決定する 。 た だし 、 契約は単価 

を も っ て 契約する 。 ま た 、 健診における 事務委託手数料（ データ 及び結果票作成 

料を 含む。 ） は総合計金額に含む。  

  な お、 各単価は、 業務に要する 全て の費用と 消費税を 含めた 金額と する 。  

( 4)  健診費用の半額（ 100 円未満切り 上げ） を 受診者が負担し 、 その残額を 補填金

額と する 。 受注者は、 受診者が特定健康診査又は高齢者健康診査の対象であ っ た

場合、 そ の費用を 国保連合会に請求し 、 費用決済と する 。 ま た、 補填金額から 費

用決済の費用を 差し 引いた金額を 市に請求する こ と と する 。  

な お、 特定健診詳細項目と し て 実施し た 貧血・ 眼底・ 心電図検査については、

国保連合会に請求し 費用決済と する 。 高齢者健康診査の検査項目や費用に関し て

は、 受注者決定後、 別途協議する も のと する 。  

 



（ 別紙）

令和８ 年度　 巡回型人間ド ッ ク 　 会場候補施設　

会　 場

蒲生コ ミ ュ ニティ センタ ー

能登川コ ミ ュ ニティ センタ ー

東近江市保健センタ ー

永源寺コ ミ ュ ニティ センタ ー

湖東コ ミ ュ ニティ センタ ー

五個荘コ ミ ュ ニティ センタ ー

愛東支所
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健診名 対象者 健診の内容

東近江ド ッ ク 19歳以上
検尿、 身体計測、 血圧、 問診、 血液検査、 眼底、 眼圧、 腹囲計測、 心電
図、 診察、 胸部エッ ク ス 線検査、 胃部エッ ク ス 線検査、 便潜血検査（ ２ 日
法） 、 腹部超音波検査

レ ディ ース ド ッ ク 19歳以上の女性 「 東近江ド ッ ク 」 、 乳房エッ ク ス 線検査、 乳腺超音波検査

メ ン ズド ッ ク 19歳以上の男性 「 東近江ド ッ ク 」 、 前立線がん検査（ Ｐ Ｓ Ａ 検査） 、 肺機能検査

オプショ ン検査
腫瘍マーカー検査
（ 男性セッ ト ）

19歳以上の男性

①Ｃ Ｅ Ａ …大腸がん、 胃がん、 食道がん、 肺がん、 胆管がん、 膀胱がん、
　 卵巣がん、 肝臓がん、 乳がん
②Ｃ Ａ 19－９ …膵臓がん、 胆のう がん、 胆管がん、 胃がん、 大腸がん
③Ｃ Ｙ Ｆ Ｒ Ａ …肺がん（ 扁平上皮がん、 腺がん）
④Ａ Ｆ Ｐ …肝臓がん（ 肝細胞がん）

オプショ ン検査
腫瘍マーカー検査
（ 女性セッ ト ）

19歳以上の女性

①Ｃ Ｅ Ａ …大腸がん、 胃がん、 食道がん、 肺がん、 胆管がん、 膀胱がん、
　 卵巣がん、 肝臓がん、 乳がん
②Ｃ Ａ 19－９ …膵臓がん、 胆のう がん、 胆管がん、 胃がん、 大腸がん
③Ｃ Ｙ Ｆ Ｒ Ａ …肺がん（ 扁平上皮がん、 腺がん）
④Ａ Ｆ Ｐ …肝臓がん（ 肝細胞がん）
⑤Ｃ Ａ 125…卵巣がん

巡回型人間ド ッ ク 内容

・ １ 日の定員40名×18日間程度（ 予定） 　 ・ オプショ ン 男女各12名×18日間程度（ 予定）
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別記 

個人情報取扱特記事項 

 

（ 基本的事項）  

第１ 条 受注者（ 以下「 乙」 と いう 。 ） は、 こ の契約によ る 事務（ 以下「 本件事務」 と いう 。 ）

を処理する に当たっては、 個人情報（ 特定個人情報を含む。 以下同じ 。 ） の保護の重要性を認

識し 、 個人の権利利益を害する こ と のないよ う 、 個人情報の保護に関する 法律（ 平成15年法律

第57号。 特定個人情報及び個人番号を取り 扱う と き は、 行政手続における 特定の個人を識別す

る ための番号の利用等に関する 法律（ 平成25年法律第27号） を含む。 ） 並びに東近江市（ 以下

「 甲」 と いう 。 ） の定める 東近江市保有個人情報等取扱規程（ 令和５ 年東近江市訓令第２ 号）

及び東近江市情報セキュ リ ティ 対策基準（ 平成27年東近江市訓令第42号） その他関係法令を遵

守し 、 個人情報を適正に取り 扱わなければなら ない。  

（ 秘密の保持）  

第２ 条 乙は、 本件事務に関し て知り 得た個人情報の内容をみだり に他人に知ら せ、 又は不当な

目的に使用し てはなら ない。 こ の契約が終了し 、 又は解除さ れた後も 同様と する 。  

（ 従事者等への監督及び教育）  

第３ 条 乙は、 こ の契約によ る 個人情報の取扱いに係る 事務の責任者及び従事者（ 以下「 従事者

等」 と いう 。 ） に対し 、 個人情報の適正な取扱いについて必要かつ適切な監督及び教育を行わ

なければなら ない。  

（ 収集の制限）  

第４ 条 乙は、 本件事務を処理する ために個人情報を収集する と き は、 その目的を明確にし 、 本

件事務を処理する ために必要な範囲内で、 適正かつ公正な手段によ り 収集し なければなら ない。 

（ 目的外利用の禁止等）  

第５ 条 乙は、 甲の指示又は承諾がある と き を除き 、 本件事務に関し て知り 得た個人情報を本件

事務の処理以外の目的に利用し 、 又は第三者に提供し てはなら ない。  

（ 安全管理措置）  

第６ 条 乙は、 本件事務に係る 個人情報の漏えい、 改ざん、 滅失及び毀損の防止その他の個人情

報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じ なければなら ない。  

（ 持出し の禁止）  

第７ 条 乙は、 甲の指示又は承諾がある と き を除き 、 本件事務を処理する ために必要な範囲を超

えて、 乙が本件事務に係る 個人情報を取り 扱う 作業場所から 個人情報を持ち出し てはなら ない。 

（ 複写等の禁止）  

第８ 条 乙は、 甲の指示又は承諾がある と き を除き 、 本件事務を処理する ために甲から 提供を受

けた個人情報が記録さ れた資料等を複写し 、 又は複製し てはなら ない。 ただし 、 本件事務を効

率的に処理する ため、 乙の管理下において使用する 場合はこ の限り でない。  

（ 資料等の返還等）  

第９ 条 乙は、 本件事務を処理する ために甲から 貸与さ れ、 又は乙が収集し 、 若し く は作成し た

個人情報が記録さ れた資料等を、 こ の契約が終了し 、 又は解除さ れた後直ちに甲に返還し 、 又

は引き 渡さ なければなら ない。 ただし 、 甲が別に指示し たと き は、 当該指示し た方法によ り 処

理する も のと する 。  

（ 個人情報の取扱いの委任の禁止等）  

第10条 乙は、 本件事務を処理する ための個人情報を自ら 取り 扱う も のと し 、 第三者に取り 扱わ

せてはなら ない。 ただし 、 あら かじ め、 甲の承諾を得た場合はこ の限り でない。  

２  前項ただし 書の規定によ り 個人情報を取り 扱う 事務を第三者（ 乙の子会社（ 会社法（ 平成17

年法律第86号） 第２ 条第３ 号に規定する 子会社をいう 。 ） を含む。 以下「 再受任者」 と いう 。 ）



 

に取り 扱わせる 場合（ 以下「 再委任」 と いう 。 ） は、 乙は、 再受任者に第１ 条から 前条までの

規定及びこ の契約に基づく 個人情報の取扱いに係る 一切の義務を遵守さ せる と と も に、 再受任

者と の契約の内容にかかわら ず、 甲に対し て再受任者によ る 個人情報の取扱いに関する 責任を

負う も のと する 。  

３  乙は、 再委任をする 場合において、 再受任者と の間で締結する 契約書等に第１ 条から 前条ま

での規定を明記し なければなら ない。  

４  乙は、再委任をする 場合は、発注する 事務における 個人情報の適正な取扱いを確保する ため、

再受任者に対し 適切な管理及び監督を行う も のと する 。  

（ 従事者等の明確化）  

第11条 乙は、従事者等を明確にし 、甲から 求めがあったと き は、甲に報告し なければなら ない。  

（ 作業場所の特定）  

第12条 乙は、 本件事務に係る 個人情報を取り 扱う 作業場所を特定し 、 甲から 求めがあったと き

は、 甲に報告し なければなら ない。  

（ 報告義務）  

第13条 乙は、 甲から 求めがあったと き は、 こ の契約の遵守状況について甲に対し て報告し なけ

ればなら ない。  

（ 事故報告義務）  

第14条 乙は、 こ の個人情報取扱特記事項に違反する 事態が生じ 、 又は生じ る おそれがある こ と

を知ったと き は、速やかに甲に報告し 、その指示に従わなければなら ない。こ の契約が終了し 、

又は解除さ れた後も 同様と する 。  

２  乙は、 本件事務に係る 個人情報の漏えい、 滅失、 毀損その他の個人情報の安全の確保に係る

事態が生じ たと き は、 直ちに当該事態が生じ た旨を甲に報告し なければなら ない。 こ の契約が

終了し 、 又は解除さ れた後も 同様と する 。  

（ 再受任者の報告義務）  

第15条 第11条から 前条ま での規定は、 再受任者に再委任をする 場合について準用する 。 こ の場

合において、 当該再受任者の甲に対する 報告は、 乙がと り ま と め、 行う も のと する 。  

（ 実地調査）  

第16条 甲は、 必要がある と 認める と き は、 こ の契約の遵守状況を確認する ために必要な範囲内

において、 乙及び再受任者の本件事務に係る 個人情報の取扱いについて実地に調査をする こ と

ができ る 。  

２  甲は、 必要がある と 認める と き は、 こ の契約の遵守状況を確認する ために必要な範囲内にお

いて、 乙に対し 再受任者の本件事務に係る 個人情報の取扱いについて実地に調査する よ う 指示

する こ と ができ る 。  

（ 勧告）  

第17条 甲は、 乙及び再受任者の本件事務に係る 個人情報の取扱いが不適当と 認める と き は、 乙

に対し 必要な措置をと る べき 旨を勧告する こ と ができ る 。  

 （ 契約の解除及び損害賠償）  

第18条 甲は、 前条の勧告によ る 必要な措置をと ら ないと き その他乙がこ の個人情報取扱特記事

項に違反し ている と 認めたと き は、 契約の解除及び損害賠償の請求をする こ と ができ る も のと

する 。  

（ 漏えい等が発生し た場合の責任）  

第19条 乙は、 本件事務に係る 個人情報の漏えい、 改ざん、 滅失、 毀損その他の事態が発生し た

場合において、 その責めに帰すべき 理由によ り 甲又は第三者に損害を与えたと き は、 その損害

を賠償し なければなら ない。  

 


